
第２１号議案                            

   足立区障がい福祉センター条例の一部を改正する条例      

 上記の議案を提出する。                     

  平成３０年２月２１日                     

            提出者 足立区長  近 藤 弥 生    

 

   足立区障がい福祉センター条例の一部を改正する条例      

 足立区障がい福祉センター条例（平成１４年足立区条例第４８号）の

一部を次のように改正する。                    

 第３条第１項第８号を同項第９号とし、同項第７号中「第４３条第１

項第１号」を「第４３条第１号」に改め、同号を同項第８号とし、同項

第６号を同項第７号とし、同項第５号の次に次の１号を加える。 

 （６） 障害者総合支援法第５条第１５項に規定する就労定着支援に

必要な施設 

 第３条第２項中「及び第８号」を「、第７号及び第９号」に改める。 

第４条中第１０号を第１１号とし、同条第９号中「前条第１項第８号」

を「前条第１項第９号」に改め、同号を同条第１０号とし、同条第８号

中「前条第１項第６号」を「前条第１項第７号」に、「第６条の２の２第

６項」を「第６条の２の２第７項」に改め、同号を同条第９号とし、同

条第７号中「前条第１項第７号」を「前条第１項第８号」に、「第６条の

２の２第５項」を「第６条の２の２第６項」に改め、同号を同条第８号

とし、同条第６号中「前条第１項第６号」を「前条第１項第７号」に、「第

５条第１６項」を「第５条第１８項」に改め、同号を同条第７号とし、

同条第５号の次に次の１号を加える。 

 （６） 前条第１項第６号の施設における知的障がい者、身体障がい

者及び発達障がい又は高次脳機能障がいによる精神障がい者に対す

る障害者総合支援法第５条第１５項に規定する就労定着支援に関す

ること。 



第６条各号列記以外の部分中「第８号」を「第９号」に改め、同条第

６号中「第３条第１項第７号」を「第３条第１項第８号」に改め、同号

を同条第７号とし、同条第５号中「第３条第１項第６号」を「第３条第

１項第７号」に改め、同号ア中「第５条第１７項」を「第５条第１９項」

に改め、同号イ及びウ中「第５条第１６項」を「第５条第１８項」に改

め、同号エ中「第６条の２の２第６項」を「第６条の２の２第７項」に

改め、同号を同条第６号とし、同条第４号の次に次の１号を加える。 

（５） 第３条第１項第６号に規定する施設            

ア 障害者総合支援法第２９条第１項に規定する訓練等給付費の支

給決定を受けた者                      

イ 知的障害者福祉法第１５条の４の規定による措置を受けた者 

ウ 身体障害者福祉法第１８条第１項の規定による措置を受けた者 

 第７条第１項中「第５号並びに第６号イ」を「第５号イ及びウ、第６

号並びに第７号イ」に改める。                        

 第８条第１項各号列記以外の部分中「第５号ア並びに第６号イ」を「第

５号イ及びウ、第６号ア並びに第７号イ」に改め、同項第１号中「第４

条第２号、第３号、第４号及び第５号」を「第４条第２号から第６号ま

で」に改め、同項第２号中「第４条第６号」を「第４条第７号」に、「第

５条第１６項」を「第５条第１８項」に改め、同項第３号中「第４条第

７号」を「第４条第８号」に改め、同項第４号中「第４条第８号」を「第

４条第９号」に改める。 

   付 則 

この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

 

 （提案理由） 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児

童福祉法の改正に伴い、規定を整備する必要があるので、この条例案を

提出いたします。 


